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名証自規Ｇ第 13 号 

2 0 1 9 年 ８ 月 2 8 日 

 

情報取扱責任者 各位 

 

株式会社名古屋証券取引所 

自主規制グループ長 中村 秀昭 

 

 

ＴＤｎｅｔシステムの仕様変更等について 

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、重要な会社情報の適時かつ適切な開示にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、従前より、個人情報等の漏えい防止のため、作成された適時開示資料等をTDnetオンライン

登録サイトにご登録される際には、PDFファイルの「文書のプロパティ」（以下「プロパティ情報」）

について適宜内容の確認と不要な情報の削除を行っていただくようお願いしておりましたが、この

たび、適時開示資料等を登録する際、プロパティ情報のうち、「タイトル」、「作成者」、「サブタイト

ル」又は「キーワード」に情報が含まれている場合にその内容を表示し、確認を行える機能を追加

いたします。 

また、「「適時開示情報」と「PR情報等」のどちらで会社情報を開示すべきなのかわからない」と

のご意見を踏まえ、本通知において、改めて「適時開示情報」と「PR情報等」の使い分けに関する

考え方を周知するとともに、TDnetオンライン登録サイトの「PR情報」提出画面上に、「PR情報」

として開示すべき情報に関する説明文を表示いたします。 

併せて、先般、適時開示項目ごとの「軽微基準」や「判断の誤りが生じやすい事例」を整理した

「適時開示チェックリスト」を、TDnetオンライン登録サイトより閲覧・取得できるようにいたしま

す。これらの詳細について、下記のとおりお知らせいたします。 

情報取扱責任者各位におかれましては、貴社内のご担当者にご周知賜りますようお願い申し上げ

ます。 

敬 具 
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記 

 

１． 対応日時 

 ２０１９年９月８日（日） １４時００分（予定） 

 

２． 対応内容 

（１） PDF ファイルプロパティ情報チェック機能の追加 

TDnet オンライン登録サイトにおいて PDF ファイルをアップロードする際、当該 PDF ファ

イルのプロパティ情報のうち、「タイトル」、「作成者」、「サブタイトル」又は「キーワード」

に情報が含まれている場合に、その内容を表示する機能を追加いたします。いずれにも情報

が含まれていない場合は表示されません。 

表示がされた場合、内容に問題がなければ（公開したくない情報が含まれていなければ）、

「OK」ボタンを押下することでそのままアップロードが可能です。「キャンセル」を押下し

た場合は PDF ファイルはアップロードされませんので、プロパティ情報を削除・変更した

PDF ファイルをあらためてアップロードしてください。 

 

【参考１】プロパティ情報の内容表示イメージ 
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（２） 「PR 情報」に関する説明文の表示 

単なる組織変更や社員の人事異動、定例的な販売キャンペーンの開始などで、業績に与える

影響がほとんど見込まれないものや、投資判断上の有用性が必ずしも明確でない会社情報に

ついては、原則として、「適時開示情報」ではなく「PR 情報等」として開示をお願いしてお

りますが、「「適時開示情報」と「PR 情報等」のどちらで会社情報を開示すべきなのかわから

ない」とのご意見を踏まえ、TDnet オンライン登録サイトの「PR 情報」提出画面上に、「PR

情報」として開示すべき情報に関する説明文を表示いたします。なお、「適時開示情報」と「PR

情報等」の使い分けに関する考え方は以下のとおりです。 

a 「適時開示情報」として開示すべき場合 

上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則上の開示義務がある場合には

「適時開示情報」として開示する必要があります。 

また、適時開示等規則上の開示義務はないものの一定程度業績に与える影響が見込まれる

場合や、決算に係る会社説明会資料、月次の業績速報、経営計画に係る資料などは、投資判

断上有用であると考えられることから、「適時開示情報」として開示してください。 

 

b 「PR 情報等」として開示すべき場合 

単なる組織変更や社員の人事異動、定例的な販売キャンペーンの開始などで、業績に与え

る影響がほとんど見込まれないものや、投資判断上の有用性が必ずしも明確でない会社情報

については、原則として、「適時開示情報」ではなく「PR 情報等」として開示してください。 

 

c 「適時開示情報」と「PR 情報等」の掲載範囲 

「適時開示情報」と「PR 情報等」は、下表のとおり、「適時開示情報閲覧サービス」への

掲載の有無という点で、情報の掲載される範囲が異なります。 

 「適時開示情報」 「PR 情報等」 

「適時開示情報閲覧サービス」への掲載 ○ × 

「名証ホームページ」への掲載（※１） ○ ○ 

報道機関・情報ベンダーへの配信 ○ ○ 

「TDnet データベースサービス」への掲載 ○ ○ 

※１ 「名証ホームページ」への掲載は、開示が行われた翌日となります。 

※２ 各サービスの概要については、「会社情報適時開示ガイドブック」の「第１章 総説 （参

考１）ＴＤｎｅｔの概要」を参照してください。 
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【参考２】「PR 情報」に関する説明文表示イメージ 

 

 

 

（３） 「適時開示チェックリスト」の掲載 

今般、「簡便に適時開示の要否を確認できるツールを提供してもらいたい」とのご要望を踏

まえ、適時開示項目ごとの「軽微基準」や「判断の誤りが生じやすい事例」を整理した「適

時開示チェックリスト」を TDnet オンライン登録サイトのトップ画面から閲覧・取得できる

ようにいたします。見落としやすい開示項目をご確認いただけるほか、「軽微基準確認表」及

び「重点チェック項目リスト」で、各開示項目における軽微基準・見落としやすいポイント

等を手早く確認することができます。開示の検討段階等でご活用ください。 
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【参考３】「適時開示チェックリスト」掲載場所 

 

 

３． ＦＡＱ 

問１ 

PDFファイルプロパティ情報の「タイトル」等に情報を含んではいけないのか。 

回答１ 

プロパティ情報の「タイトル」等に一切情報を含んではいけないということではありません。社

内での情報管理等のためにあえて情報を入力している場合もありますので、そういった場合には

「ＯＫ」ボタンを押下しそのまま資料をご登録ください。「作成者」欄に氏名等の個人情報が含ま

れている PDFファイルが見受けられたり、過去には「タイトル」欄の内容が不適切である旨、第三

者より指摘された事例もございます。そういった外部に公開したくない情報が含まれている場合に

はプロパティ情報の削除・変更をお願いいたします。 
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問２ 

PDFファイルプロパティ情報はどのように削除・変更するのか。 

回答２ 

プロパティ情報の削除・編集方法についてはご利用のソフトウェアによって異なりますので、社

内の IT 担当者やソフトウェアのメーカーにご確認いただきますようお願いいたします。 

 

以 上 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ（上場監理担当） 

電話：052-262-3174 電子メール：jisyukisei@nse.or.jp 
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